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支局主任  大小田、村田、末永、安田、溝川、東、今吉、児之原、石田 

専門員   井上、矢崎 

主 査   安樂、内村、水盛、取違、二俣、渡邉、原口 

主 事   塩田 

主 任   鮫島、山本、平川 

技 師   遠矢 

 

１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地転用事業計画変更に関する件 

３ 農地法第４条許可申請に関する件 

４ 農地法第５条許可申請に関する件 

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に係る総会取扱いについて 

６ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

７ 非農地認定に関する件 

８ 農用地利用集積計画に関する件 

９ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

10 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について 

11  相続税の納税猶予に関する件 

 

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会） 

３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

６ 賃借料情報の提供について 
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議    長 

 

 

 

   

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第８回総会を開催いたしま

す。 

本日は会長が欠席のため、会長代理の私が議事進行いたします。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、上入來委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、からご指名申し上げてよろ

しいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、園山委員、永尾委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。 

議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 -  

 
 

議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ ５件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

番号２号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号３号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」５件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 
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議題２．農地転用事業計画変更申請に関する件 

２ページ １件 

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更申請に関する件」を審議します。 

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号２号の案件が、この事業計画

変更申請に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。 

それでは、吉田、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、変更後：貸駐車場、変更前：店舗・駐車場、申請事由：事業拡大に

伴い従業員用の駐車場が必要となったため、権利の種別：所有権移転、許可日：

平成３０年８月７日、許可番号：農委第３０５５－３号、別件４条番号２同時申

請。 

この件につきましては、３ページ、４条許可申請番号２と関連がありますので、

読み上げます。 

番号２号、用途・施設：貸駐車場１，２０９．００㎡、周囲の状況及び被害防

除計画：東・北…宅地、西…県道、南…市道、境界…ブロック積、雨水…自然流

下。 

これらの件につきまして、補足説明いたします。 

申請地は、吉田支所から南に約３ｋｍに位置する県道鹿児島吉田線沿いの、相

当数の街区を形成している区域内にある街区内農地の第２種農地に該当します。 

申請人は、市内で運送業を営む法人の経営者で、申請地を平成３０年８月７日

付で、コインランドリー・月極駐車場として５条許可を受けましたが、申請人の

営む運送会社の事業拡大により、従業員用駐車場の増設が必要となったため、今

回、５条事業計画変更と４条許可申請を行ったものです。 

申請地は、すでに全体を従業員用駐車場として利用されていることから、代理

人を通じて、過去の経緯を含めた始末書の提出を求め、農地転用許可を受けた内

容から変更して転用する場合は、農地法の許可が必要であること、今後このよう

な事が無いよう、指導を行ったところであります。 

以上です。 
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議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更申請に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたし

ます。 

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号２号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題３．農地法第４条許可申請に関する件 

３ページ ２件 

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

先ほど吉田の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更申請に関

する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１件について審議していた

だききたいと思います。 

それでは、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：駐車場１７４．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画、

東・南・北…宅地、西…私道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」１件、につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 
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議題４．農地法第５条許可申請に関する件 

４ページ～８ページ １８件 

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟１０５．３７㎡、庭敷地等３０８．０７㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…他人畑、宅地、西…市道、宅地、南…宅地、

北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種

別：使用貸借権。 

番号２号、駐車場１８５．００㎡、東…宅地、他人畑、西…県道、南…雑種地、

北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号３号、建売住宅２棟１９５．８３㎡、庭敷地等３６１．５６㎡、東…河川

管理道路、西…水路、南…他人畑、北…宅地、私道、境界…ブロック積、雨水…

河川管理道路側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号４号、住家１棟９８．５４㎡、庭敷地等３７０．４６㎡、東…里道、西・

南…宅地、北…他人畑、境界…コンクリート擁壁、雨水…里道側溝、汚水…合併

浄化槽、使用貸借権。 

番号５号、住家１棟７９．４９㎡、庭敷地等２９３．５１㎡、東…水路、西…

他人田、南…宅地、北…里道、他人畑、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚

水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号６号、住家１棟１１５．７２㎡、庭敷地等１２４．２８㎡、東…渡人畑、

西・南…宅地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。 

番号７号、建売住宅２棟１４８．２３㎡、庭敷地等３４９．７７㎡、東・西・

北…宅地、南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…公共下水道、

所有権移転、売買。 

番号８号、住家１棟７６．８０㎡、庭敷地等４０５．２０㎡、東…山林、西…

市道、南…渡人畑、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号９号、資材置場３６９．３０㎡、駐車場１２８．７０㎡、東…他人畑、西・

北…渡人畑、南…宅地、私道、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、

売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。 
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６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、太陽光発電５７７．００㎡、通路等８０３．００㎡、東・西…農

道、南・北…他人畑、境界…土留、防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

この件について補足説明をいたします。 

申請地は伊敷支所から北東へ約１．８㎞に位置する第２種農地の市街化近接農

地に該当します。 

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設として転用を行うものです。 

発電規模としましては、太陽光パネル３４０枚、発電出力４９．５ｋＷで、約

１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。 

なお、九州経済産業局からの発電設備認定の通知を、令和元年１１月に受けて

おります。 

また、九州電力との系統連係に係る契約も成立していることを確認しておりま

す。 

番号１１号、太陽光発電５８１．００㎡、通路等９９２．１５㎡、法面３７９．

８５㎡、東…原野、市道、西…他人畑、南…市道、北…渡人畑、境界…土留、防

護柵、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。 

この件について補足説明をいたします。 

申請地は伊敷支所から西へ約２．５㎞に位置する第２種農地のその他の農地に

該当します。 

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設として転用を行うものです。 

発電規模としましては、太陽光パネル３０８枚、発電出力４９．５ｋＷで、約

１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。 

なお、九州経済産業局からの発電設備認定の通知を、令和２年１月に受けてお

ります。 

また、九州電力との系統連係に係る契約も成立していることを確認しておりま

す。 

番号１２号、住家１棟９９．３７㎡、駐車場１０２．００㎡、庭敷地２３３．

６３㎡、東…他人田、水路、西…農道、水路、南…水路、北…他人田、農道、境

界…ブロック積、土留、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。 

この件につきまして補足説明をいたします。 

申請地は、特定土地改良事業等の施行区域内にある農地で、農地区分は第１種

農地に該当します。 

第１種農地は原則として農地転用することができませんが、農地法施行規則第

３３条第４号に定めるところの不許可の例外となる集落接続施設に該当するこ

とから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 
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１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、資材置場１，１００．００㎡、転回場等８０６．００㎡、東…水

路、原野、西…里道、山林、南…水路、他人田、北…里道、他人田、境界…土留、

雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、貸車両置場６４．００㎡、転回場等１２３．００㎡、東…宅地、

他人畑、西…宅地、南…渡人畑、北…市道、境界…ブロック積、土留、雨水…自

然流下、所有権移転、売買。 

番号１５号、建売住宅８棟７７０．１０㎡、通路２４０．４３㎡、庭敷地等９

２９．４７㎡、東…他人畑、西…雑種地、南…市道、北…水路、境界…ブロック

積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、貸資材置場９２２．００㎡、駐車場１２０．００㎡、通路２７０．

００㎡、東…山林、市道、西…雑種地、南…市道、北…他人畑、境界…土留、雨

水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１７号、クヌギ８８本１，１３９．００㎡、東…他人田、西…雑種地、南

…他人田、雑種地、原野、北…市道、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、

売買。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

 申請地は、松元支所から南東へ約４．６ｋｍに位置する第２種農地のその他の

農地に該当します。 

譲受人は、申請地にクヌギを栽培し、原木からしいたけを栽培しようとするも

ので、法人の事業として定款に定められている林産物の生産・加工・販売業務を

行おうとするものです。平成２８年７月にも同様の申請がなされており、 

その後、事業計画どおりに植え付けられていることを確認しております。 

事業計画内容としては、申請地の周囲には農地が存在するため、それぞれの境

界から４ｍ離して植え付け、植栽の間隔を２ｍとした配置図が添付されており、

植付本数は適正な数であると判断致しました。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。 

 



 - 8 -  

 
 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１８号、住家１棟９７．７１㎡、庭敷地等４４２．２９㎡、法面１７．０

０㎡、東…市道、西…里道、南…他人畑、北…私道、宅地、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１２号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地である番号１２号につきましては、「県農業会議」に意見聴取

し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたし

ます。 

 

 

議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に係る総会取扱いについて 

別冊資料２ 

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に係る総会取扱いにつ

いて」を審議します。 

先月総会において、「合意解約の通知については、異議を申し立てるということ

は無いので、審議事項とはならないのではないか。」との指摘がありました。 

この件につきましては、平成３０年１１月総会で同様の指摘がありましたが、

「明確な定めはないため、各農業委員会の判断となる。」との鹿児島県の見解があ

り、翌１２月総会で引き続き審議事項とすることで報告を行い、現在に至ってお

ります。 

また、事務局からは、「県に対して１８条６項の総会取扱いに関して再度照会を

行い、見解をいただいた」旨、運営連絡会において報告があったところです。 

よって、１８条６項の今後の取扱いについて、事務局より説明を受けた上で、

これを審議事項とするのか、報告事項とするのかについて審議したいと思います。 

それでは事務局より説明をお願いします。 
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事 務 局 それでは事務局より説明を行います。 

第７回総会において「合意解約の通知をいただいた分について異議申し立てと

いうことはないのではないか。この場で可否の審議をするのか。」等の質疑があり、

事務局より県に照会する旨回答した点につきましては、さきほど議長から説明が

あった通りです。 

鹿児島県（農村振興課）の見解によりますと、国の「農地法関係事務処理要領」

では、通知内容を審査した結果、それが第１８条第６項非該当であった場合は、

当事者にその旨通知することとなっている。 

当該審査及び通知については、「農業委員会」が行うことと規定されているのみ

である。 

よって、報告事項とするのであれば、鹿児島市の取扱規定において、事務局専

決事項の定めを設けることが望ましく、「通知」であることのみをもって報告とす

るのは妥当ではない。とのことでございました。 

また、他都市の状況としては、九州・沖縄県都市では本市以外全て、県内各市

（１８市）でも大部分が報告事項として扱っているようでございます。 

農地法第１８条第６項の総会取扱いに関する今後の対応でございますが、 

報告事項として取り扱う場合には、本市の取扱規定である「鹿児島市農業委員

会事務局の組織及び処務に関する規程」の改正を行う必要があります。 

また、実施日については、今回の改正は法改正に基づくものではないこと、こ

のような場合、新年度開始日から実施することが通常である。 

以上の点から、令和３年度第１回総会からの実施が望ましいと考えております。 

以上で農地法第１８条第６項の総会取扱いに関する事務局からの説明を終わり

ます。 

よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

議 長 ただいま、事務局より説明がありました。 

他都市もほとんど報告の扱いとなっているようですので、規程の改正が必要と

なるものの、本市もそのようにしたらいかがかと思いますが、何かご意見はあり

ますでしょうか。 

 

〔「９番委員」挙手あり〕 

 

はい、９番委員どうぞ。 

 

 

９ 番 委 員 事務局から説明がありましたが、事務局の提案は、農業委員会の規定を変えれ

ば報告事項として取り扱ってよいということですか。もし、そういう提案であれ

ば、それでいいと思いますが、その際には、「農地法第１８条第６項の規定によ

る通知に関する件」という議題は無くなって、報告事項にそれを載せるという方

向になるのですか。 
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事 務 局 ただいま、９番委員からご指摘がありましたが、資料の３の部分の復唱になる

のですが、本市例規の改正を行い、第１回総会からの実施とすると議決をもらっ

た場合、令和３年度第１回総会から、「農地法第１８条第６項の規定による通知

に関する件」は、報告事項の方に遷移することになります。 

 

議 長 皆様から、報告事項にしてもいいということですと、新年度の４月総会から、

報告事項にするという取扱いにしますという方向です。よろしいですか。 

 

９ 番 委 員 報告事項にして取り扱うにあたっては、鹿児島市の農業委員会で、そういう方

向でやります、報告事項として取り扱いますという決定をしないといけないので

はないですか。 

 

事 務 局 これは、農業委員会という合議体として、取り扱いを決定して頂く必要があり

ます。今日、この場で、今報告にありました通り、報告に変えると、時期として

は、４月１日新年度をもって、変えるということであれば、それに合わせた規程

改正をしまして、取り扱いもそのようにさせて頂きます。 

 

議 長 １８条６項の取り扱いにつきましては、来年度４月第１回総会から報告事項と

していただくということでよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、議題５. 「農地法第１８条第６項の規定による通知に係る総会取扱

いについて」は、本市例規の改正を行った上で、 来年度から「報告事項」とする

ことで決定します。  

 

 

議題６．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

９ページ～１０ページ ４件 

議 長 次に、議題６．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。 

谷山、伊敷地区に合意解約の通知が出ております。 

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」４件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。 
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議題７．非農地認定に関する件 

１１ページ～１４ページ １４件 

議    長 次に、議題７．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：住家１棟、５１年経過、現況宅地。 

番号３号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：住家３棟、うち１棟２６年経過、うち２棟３９年経過、

現況宅地。 

番号５号、調査結果：３２９４：杉、約４０年経過、現況山林。３２９６：檜、

約４０年経過、現況山林。 

番号６号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、調査結果：住家１棟、５４年経過、現況宅地。 

番号９号、調査結果：杉、唐竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号１０号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号１１号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号１２号、調査結果：通路として３６年経過、現況道路。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号１４号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「非農地認定に関する

件」１４件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題８．農用地利用集積計画に関する件 

１５ページ～２７ページ ２９件 

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

１７ページ、番号３号につきましては、１２番委員自身が代表の農地所有適格

法人が、１８ページ、番号４号につきましては、１９番委員自身が代表の農地所

有適格法人が、申請人となっている案件でございます。 

従いまして、１２番委員、１９番委員におかれましては、農業委員会等に関す

る法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しば

らく離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

 まず、１２番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１２番委員離席後） 

 

それでは、番号３号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明します。 

資料の１７ページをお願いします。 

番号の３号、地目、現況ともに畑、面積は１，２１２．００㎡、権利の種類は

使用貸借権、区分：新規。 

 令和２年１1月３０日公告予定です。 

 これは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。 

 

 以上です。 
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号３号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。 

次の案件の審議に入ります前に、１２番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。１９番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１２番委員着席、１９番委員離席後） 

 

それでは、番号４号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 引き続き、議事参与の制限の案件について、ご説明します。 

資料の１８ページをお願いします。 

番号の４号、地目、現況ともに畑、２筆の面積は計４，４２２．００㎡、権利

の種類は使用貸借権、区分：更新。 

令和２年１１月３０日公告予定です。これは、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

以上です。 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１９番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

残りの２７件及び先ほどの２件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 
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事 務 局 資料の１５ページをご覧ください。 

「議案第８号」、令和２年１１月３０日公告予定の、農用地利用集積計画集計表 

について、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。 

 

集計表の右下の合計欄になります。 

所有権１件、１筆、８２４．００㎡、賃借権２１件、４２筆、３６，６５０．０

０㎡、使用貸借権、７件、１９筆、１２，９０５．００㎡。 

合計、２９件、６２筆、５０，３７９．００㎡です。 

 

なお、議案書の１６ページから２７ページは、農用地利用集積計画の内容、う

ち、２５ページから２７ページは、配分計画を含む内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

 

以上で、説明を終わります。 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題９．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ ５件 

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料３です。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、資材置場 

４．現況、申出地は、下福元町木屋宇都地区にあり、谷山支所から南西へ約３．

１ｋｍに位置し、東側は他人畑、西側は市道、他人畑、南側は雑種地、北側は市

道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙

調書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少な

く、計画変更はやむを得ないものと思われる。 

事業実施の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。 
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。６ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町下地区にあり、喜入支所から北西へ約５．７

ｋｍに位置し、東側は他人畑、西・北側は渡人畑、南側は市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

次に、１０ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町下地区にあり、喜入支所から北西へ約５．９

ｋｍに位置し、東・南側は里道、西側は他人畑、北側は市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

次に、１４ページです。 

３．変更後の用途、建売住宅 

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町浜田地区にあり、喜入支所から北西へ約５ｋ

ｍに位置し、東側は宅地、渡人畑、西側は宅地、他人畑、南側は宅地、他人畑、北

側は渡人畑、市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。１８ページです。 

３．変更後の用途、植林 

４．現況、申出地は、直木町下東ケ谷地区にあり、松元支所から南西へ約２ｋｍ

に位置し、東側は水路、西・北側は管理用通路、南側は他人畑に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「９番委員」挙手あり〕 

 

はい、９番委員どうぞ。 

 

 

９ 番 委 員 １８ページですが、植林をすると、隣の農地に影が射すと思いますが、この場

合については、問題はないですか。 

 

事 務 局 植林した場合の周囲の農地への影響についてのご指摘だと思います。この点に

つきましては、実際に農地法の許可申請が出た際に審議をすることになると思い

ますが、植林の際には、周囲の農地等に影響が出ないように、周辺農地から一定

距離、後退させた形で植林をするというのが、通常でございますので、今後、転

用許可申請が出てきた場合に、事業計画によって、植林の本数とか、農地からの

後退距離等を見て、許可相当か判断することになると思います。 

 

９ 番 委 員 字図で、南側はどちらになりますか。 

 

議    長 上の方が北になります。 

 

９ 番 委 員 わかりました。 

 

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」５件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

 

議題１０．荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について 

別冊資料４ ６１件 

議    長 次に、議題１０．「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地

判定について」を審議します。別冊資料４です。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 



 - 17 -  

 
 

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

調査筆数：８筆、現況確認日：令和２年１０月１９日、農地・非農地の判断結

果：檜、孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしまし

た。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。３ページです。 

調査筆数：８筆、現況確認日：令和２年１０月２９日、農地・非農地の判断結

果：杉、檜、孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたし

ました。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。４ページです。 

調査筆数：３筆、現況確認日：令和２年１０月１４日、農地・非農地の判断結

果：杉、雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、東桜島、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。５ページです。 

調査筆数：５筆、現況確認日：令和２年１０月１３日、農地・非農地の判断結

果：松、雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。６ページです。 

調査筆数：４筆、現況確認日：令和２年１０月２９日、農地・非農地の判断結

果：杉、唐竹・孟宗竹・コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地

と判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 事 務 局 ご報告します。７ページです。 

調査筆数：６筆、現況確認日：令和２年１０月１３日、農地・非農地の判断結

果：雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。 

以上です。 
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議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。８ページです。 

調査筆数：１６筆、現況確認日：令和２年１０月２６日、農地・非農地の判断

結果：１４筆が杉、真竹・コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林により非農地、１

筆が不耕作により農地、１筆が果樹植付中により農地と判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。９ページです。 

調査筆数：６筆、現況確認日：令和２年１０月３０日、農地・非農地の判断結

果：杉、クヌギ、コサン竹・唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地

と判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。 

調査筆数：５筆、現況確認日：令和２年１０月１４日、農地・非農地の判断結

果：孟宗竹・コサン竹・ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と

判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「荒廃農地の発生・

解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について」６１件につきましては、

調書のとおり判定することに決定いたします。 
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議題１１．相続税の納税猶予に関する件 

２８ページ～２９ページ ２件 

議    長 次に、議題１１．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 それでは、２８ページをお開きください。 

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から 20年間営農を継

続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもと猶予又は免除する相続税

の納税猶予の申請に係るものでございます。 

番号１の申請者は被相続人の子でございまして、相続開始年月日は、令和２年

１月３０日で、今回が初めての発行でございます。 

申請は令和２年１１月５日に提出され、１１月１３日に１３番委員、私、事務

局職員３名の計５名で現地を調査いたしました。 

今回、調査いたしました申請農地は、田２筆、畑１筆でございます。 

地番１は、４連棟の硬質ハウスでバラを栽培中でございました。 

次に、地番２も２連棟の硬質ハウス内で同じくバラを栽培中でございました。 

地番３は、ビニールハウス１棟にトラノオ、ドラセナが植付されておりました。 

露地には、ジャガイモ、里芋、ニラ、玉ネギ、ワケギ、イチゴが作付されてお

りました。 

従いまして、番号１の特例適用農地において、申請者が農業経営を行っており

ましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」並びに「相続税の納税

猶予に関する適格者証明書」の発行については、支障がないものと判断いたしま

す。 

次に２９ページをお開きください。 

同じく、相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。 

番号２の申請人は被相続人の子でございまして、相続開始年月日は、平成２０

年２月２２日で、今回が５回目の発行でございます。 

申請は令和２年１０月２０日に提出され、１１月１３日に１３番委員、私、事

務局職員３名の計５名で現地を調査いたしました。 

今回、調査いたしました特例適用農地は、全て畑でございます。 

地番１は、５棟のビニールハウスでホウレンソウ、カブを作付中であり、露地

では、白菜、キャベツ、人参、レタス、ブロッコリー、玉ネギ、高菜を作付中で

ございました。 

地番２と３は、続き地で、アスパラガス、ホウレンソウを作付中であり、菊、

ブドウを植付中ございました。 

従いまして、番号２の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行ってお

りましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行については支

障ないものと判断いたします。 

以上で、報告を終わります。 
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１１．「相続税の納税猶予

に関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

３０ページ～３２ページ ３件 

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 

 

報告します。３０ページです。 

照会日：令和２年１１月１０日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年１１月２０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 

 

報告します。３１ページです。 

照会日：令和２年１０月１５日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年１０月２８日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３２ページです。 

照会日：令和２年１０月２９日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年１１月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会） 

３３ページ～３７ページ ２件 

議 長 次に、報告事項２「相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会）」 

それでは、吉野、１５番委員お願いします。 
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１ ５ 番 委 員 ３３ページをお開きください。 

今回、１０月２０日に税務署から２件の照会があり、現地で耕作状況を調査し、

報告いたしましたので、ご説明申し上げます。 

対象農地は、２件とも市街化区域内の農地でございまして、２０年間の営農を

継続した時期が到来したとき、相続税納税猶予額の免除確定を行うため、税務署

から利用状況の確認の照会がきたものでございます。 

まず、整理番号４５番です。対象相続人は被相続人の子で、相続開始年月日は

平成１３年４月１８日でございます。１１月１３日に、１３番委員、私、事務局

職員３名の計５名で現地を調査いたしました。 

３４ページをお開きください。 

特例適用農地１と２の地目は畑で、キャベツ等を作付けしており、農地として

適正に利用していることが確認されました。 

次に、３５ページをお開きください。整理番号４６番です。対象相続人は被相

続人の子で、相続開始年月日は平成１３年７月３１日でございます。 

１１月１３日に、１３番委員、私、事務局職員３名の計５名で現地を調査いた

しました。 

３６ページ、３７ページをお開きください。 

特例適用農地１から６の地目は畑で、１と２ではアスパラガス等を、３から６

ではブロッコリー等を作付しており、農地として適正に利用していることが確認

されました。 

よって、回答書のとおり１１月１６日に税務署へ報告をいたしました。 

以上で、報告を終わります。 

 

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３８ページ～４０ページ １２件 

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

資料の３８ページをお開きください。 

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合、農業委

員会に届出を要するものです。 

今回の届出件数は、１２件、登記地目別では、田１２筆、７，５８６．００㎡、

畑２８筆、１２，８１２．００㎡、その他０筆、０㎡、計４０筆、２０，３９８．

００㎡ 

 取得した事由は、相続が１２件、権利の種類は、所有権が１２件、農業委員会

によるあっせん等の希望は、有が１件、無が１１件です。 

次の３９から４０ページは、届出の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４１ページ～４６ページ １６件 

事 務 局 

 

次に、４１ページをお開きください。 

報告事項４、農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内の農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決に

より処理したものです。 

 

第４条関係は、一般住宅１件、共同住宅１件、駐車場１件で、合計３件です。 

４２ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

元に返っていただき４１ページをお願いします。 

第５条関係は、上から順に「一般住宅」８件、「共同住宅」１件、「店舗等」１

件、「その他」３件で、合計１３件です。 

資料の４３ページ～４６ページは、第５条の届出の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

５．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

別冊資料５ 

議 長 次に、報告事項５「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。 

表の一番下の合計欄をご覧ください。 

まず、二段書きの上の段の９月分については、訪問戸数１６９戸、うち不在４

３戸、調査回答戸数１３０戸、貸出希望６戸８０．９１アール、借入希望１戸２

０．００アール、貸出実績、借入実績、中間管理事業活用実績はありませんでし

た。 

次に、下の段の累計については、訪問戸数４，２５０戸、うち不在３７７戸、

調査回答戸数３，８８６戸、貸出希望２０８戸４，４３４．５１アール、借入希

望４３戸１，９８９．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績９戸１１０．９４アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールでした。 

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。 

以上で報告を終わります。 

 

６．賃借料情報の提供について 

別冊資料６ 

議 長 次に、報告事項６「賃借料情報の提供について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

次に、報告事項６ 賃借料情報の提供について、報告いたします。 

別冊資料６をお願いします。 

１の趣旨について、農地法第５２条の規定に基づき、地域における農地の賃借

料の目安になるものとして、実勢の賃借料の情報を提供するものです。 

次に、２の算出方法等について、（１）の賃借料情報データは、農地台帳から、

平成３１年３月３１日から令和２年１０月３１日までの間に、利用権設定の賃貸

借データを使用、（２）の賃借料水準の計算は、特殊な取引に係るデータを取り除

き、１０アールあたりの平均額、最高額、最低額を求めました。 

３の提供区分について、（１）の地目は、田、畑、松元地域は、一般畑と茶畑に

区分、（２）地域は、合併前の鹿児島地域及び桜島、吉田、喜入、松元、郡山の６

地域に区分、桜島地域は、桜島と東桜島地区を合わせ、また、田はないことから

設定はありません。 

４の賃借料情報の提供方法については、農業委員会だよりと市ホームページに

掲載するとともに、農業委員会事務局の本・支局の窓口等で提供します。 

公表期間は、令和３年１２月末までを予定しています。 

最後に賃借料情報の公表案については、裏面のページのとおりです。お目通し

をお願いします。 

以上で、賃借料情報の提供について、報告を終わります。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１１時０５分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和２年度第８回総会（月例）開催日時は、 

１２月２５日（金）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

・令和２年度第２回合同委員会開催日時は、 

１２月２５日（金）午前１１時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

 

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

 

閉 会（午前１１時１０分） 

 

 


